
  

大阪市大学奨学金返還債務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市大学奨学金の返還の債務の取扱いに関する条例（平

成 22 年大阪市条例第 48 号。以下「条例」という。）及び同条例施行規則（平

成 22年大阪市規則第 125号。以下「規則」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるとともに、大阪市大学奨学金貸与条例を廃止する条例（平成 14 年大

阪市条例第 30 号）附則第２項の規定によりなおその効力を有するものとされ

る旧大阪市大学奨学金貸与条例（昭和 57 年大阪市条例第 55 号。以下「旧条

例」という。）及び大阪市大学奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則（平成

14年大阪市規則第 64号）附則第２項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる旧大阪市大学奨学金貸与条例施行規則（昭和 57 年大阪市規則第 128

号。以下「旧規則」という。）の規定に基づく大阪市大学奨学金の返還の債務

の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（返還免除の申請） 

第２条  旧条例第９条第１号の規定による奨学金の返還免除の申請を行う者は、

返還免除申請書（様式第 1 号）に別表第１に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

 

２ 条例第２条及び旧条例第９条第２号の規定による奨学金の返還免除の申請

を行う者は、返還免除申請書（様式第 1号）に別表第２に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

 

（返還免除の額） 

第３条 条例第２条の規定による免除の決定は、規則第２条第１項の規定によ

る申請により、貸与した奨学金の額の 20分の１を限度として行うものとする。

ただし、この場合において、返還免除の額は、免除を認めた当該年度において

20分の１を超えることができない。 

２ 旧条例第９条第 1号の規定による免除の決定は、旧規則第 11条の規定によ

る申請により、貸与した奨学金の額の 20 分の 20 を限度として行うものとす

る。 



  

３ 旧条例第９条第２号の規定による免除の決定は、旧規則第 11条の規定によ

る申請により、貸与した奨学金の額の 20分の５を限度として行うものとする。

ただし、この場合において、返還免除の額は、免除を認めた当該年度を含め、

以後５年間で 20分の５を超えることができない。 

 

（返還期限の特例措置の限度） 

第４条 条例第３条の規定により市長が定める奨学金を返還すべき期限は、条

例の施行の日以後最初に到来する債務の返還の始期に、20 年から次の各号に

掲げる期間を控除した期間を加えた期限を限度として定めるものとする。 

 (1) 借受者（奨学金の貸与を受けた者をいう。以下同じ。）が旧条例第８条の

規定により返還の請求を受けた債務の返還期間に相当する期間 

(2) 借受者が旧条例第９条の規定により返還を免除された債務の返還期間に

相当する期間 

 

（遅延利息の取扱い） 

第５条 遅延利息は、本市が発行する納入通知書の履行期限の翌日から起算す

るものとし、納付した日までの日数に応じ、納付すべき金額につき旧規則第 13

条に規定する遅延利息の割合で計算した額を徴収する。ただし、次の各号の１

に該当するときは、この限りでない。 

(1) 納付すべき金額が 2,000円未満であるとき 

(2) 遅延利息の額が 500円未満であるとき 

 

（返還金等の納入方法） 

第６条 奨学金の返還金及び遅延利息は、市長の発行する納入通知書により納

入するものとし、履行期限については次の各号によるものとする。 

 (1) 年賦による返還を行う場合   6月又は 12月の末日 

 (2) 半年賦による返還を行う場合  6月及び 12月の末日 

 (3) 月賦による返還を行う場合   各月の末日 

 

 

 

 



  

（旧条例及び旧規則に基づく取扱基準） 

第７条 旧条例第９条第１号に規定する「心身に著しい障害を受けたとき」とは、

借受者が次の各号のいずれかに該当するときとする。 

(1) 身体障害者手帳１級又は２級を所持するとき 

  (2) 大阪市療育手帳制度実施要綱に規定する療育手帳Ａを所持するとき 

  (3) 精神障害者保健福祉手帳１級を所持するとき 

２ 旧条例第９条第１号に規定する「その他やむを得ない事由」とは、借受者の

所在が３年以上継続して不明であって、所在不明となる前の住所、居所又は転

居先と思われる地域等を管轄する市町村等への照会など必要な調査を行って

もその所在が不明であることとする。 

３ 旧条例第９条第２号に規定する「市長が定める所得の基準」とは、次の各号

のいずれかに該当するときとする。 

(1)  市民税所得割が非課税であるとき 

(2)  申請日の属する年の 1月 1日において、前年（前年の所得が確認できな

い者については、前々年）の全所得が生活保護法（昭和 25年法律第 144号）

の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の 1.5倍に相当する額以

下であるとき 

４ 旧条例第 10条第２号に規定する「その他やむを得ない事由」とは、次の各

号のいずれかに該当するときとする。 

  (1) 失業及び廃業その他の事情により収入が著しく減少し、前項各号に定め

る所得の基準と同等の状況にあると認められるとき 

（2）所在が不明であって、所在不明となる前の住所、居所又は転居先と思   

われる地域等を管轄する市町村等への照会など必要な調査を行ってもその

所在が不明であるとき 

５ 次の各号のいずれかに該当するときは、旧規則第 11 条又は第 12 条による

申請がなされたものとみなす。 

 (1) 借受者が死亡し、死亡した事実を公的書類にて確認したとき 

 (2) 借受者の所在が不明であって、所在不明となる前の住所、居所又は転居

先と思われる地域等を管轄する市町村等への照会など必要な調査を行って

もその所在が確認することができないとき 

６ 旧条例第 10条の規定による奨学金の返還を猶予する期間は、同条各号に定

める事由が継続する期間とする。 



  

（様式） 

第８条 条例、旧条例、規則、旧規則及びこの要綱に基づく奨学金の返還の債務

の取扱いにかかる様式は、別に定めるものを除くほか、別表第３に掲げる様式

によるものとする。 

 

（施行の細目） 

第９条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、大阪市大学奨学金の返還の債務の取扱いに関する条例（平成 22

年大阪市条例第 48号）の施行の日から施行する。 

（大阪市大学奨学金貸与事業実施要領の廃止） 

２ この要綱の施行により、大阪市大学奨学金貸与事業実施取扱要領は廃止す

る。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の日以後における大阪市大学奨学金の債務の返還に関する

取扱いについては、大阪市大学奨学金貸与事業実施要綱を廃止する要綱附則第

２項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大阪市大学奨学金貸

与事業実施要綱にかかわらず、この要綱によるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年 12月２日から施行する。 



  

別表第１ 

 添付書類 

借受者が死亡したとき ・住民票の写しその他死亡した事実が証明

できる書類 

借受者が心身に著しい障害を

受けたとき 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の写し（氏名及び障害等

級が証明できるもの） 

 

別表第２ 

 添付書類 

借受者がその父母と同居して

いるとき 

・借受者と同居している者全員の住民票の

写しその他住所、氏名及び生年月日が証

明できる書類 

・借受者と同居している者全員（就学して

いる者及び 16 歳未満で収入の無い者を

除く。）の課税証明書その他所得を証明で

きる書類 

借受者がその父母と同居して

おらず、他人の収入により生

計を維持する者でないとき 

・借受者と同居している者全員の住民票の

写しその他住所、氏名及び生年月日が証

明できる書類 

・ 借受者の課税証明書その他所得を証明で

きる書類 

借受者がその父母と同居して

おらず、他人の収入により生

計を維持する者であるとき 

・借受者及びその父母の属する世帯全員の 

住民票の写しその他住所、氏名及び生年 

月日が証明できる書類 

・借受者及びその父母の課税証明書その他

所得を証明できる書類 

・借受者が被扶養者であることを証明でき

る書類 

 

 

 



  

別表第３  

旧規則第９条に基づく奨学金返還明細書 様式第２号 

旧規則第 12条において準用する旧規則第 11条第１項に基

づく返還猶予申請書 様式第３号 

旧規則第 12条において準用する旧規則第 11条第２項に基

づく奨学金返還猶予決定通知書 様式第４号 

旧規則第 12条において準用する旧規則第 11条第２項に基

づく奨学金返還猶予申請却下通知書 様式第５号 

旧規則第 14条に基づく異動届出書 様式第６号 

旧規則第 11条第２項及び規則第２条第２項に基づく奨学

金返還免除決定通知書 様式第７号 

旧規則第 11条第２項及び規則第２条第２項に基づく奨学

金返還免除申請却下通知書 様式第８号 

規則第３条第１項に基づく返還期限変更申請書 様式第９号 

規則第３条第２項に基づく返還期限変更決定通知書 様式第 10号 

規則第３条第２項に基づく返還期限変更申請却下通知書 様式第 11号 

 

 

 



大阪市大学奨学金返還免除申請書 (様 式 第 1 号）

住所

氏名

貸与を受けた奨学金の返還の免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

（審査結果欄）

円年度 免除決定金額

年　　　月　　　日

申請者

大阪市長　様

返 還 済 み の 金 額

返還免除済みの金額

氏　名

住　所

続柄（　　　　）

免除期間

借
受
者

電話　　　（　　　)　　　　　　　

返 還 未 済 の 金 額

返 還 免 除 申 請 理 由

年　　月から　　　　　　年　　月まで           

円　　　

円　　　

円　　　

円　　　

貸 与 を 受 け た 期 間

貸 与 金 額

年間

（注）免除を受けようとする理由を証明することのできる書類を添付してください。

次回審査年度

返還免除の可否 返還免除該当事項



大阪市大学奨学金返還明細書 (様 式 第 2 号）

住所

氏名

貸与を受けた奨学金については、次のとおり返還いたします。

・ ・

貸 与 を 受 け た 期 間 年　　月から　　　　　　年　　月まで　　　　　　　

貸 与 金 額 円　　　

返 還 済 み の 金 額 円　　　

借
受
者

氏　名

住　所
電話　　　（　　　)　　　　　　　

返還免除済みの金額

返 還 未 済 の 金 額 円　　　

（返還未済に対する）
返 還 回 数

１ 回 の 返 還 金 額回
　　　　　　　　　　円

（最終回　　　　　　円）

返 還 方 法 年賦
（6月又は12月末払）

半年賦
（６月末・12月末払）

月賦
（毎月末払）

続柄（　　　　）

円　　　

返 還 期 間 　　　　　　　年　　　月から　　　　　年　　　月まで

年　　　月　　　日

大阪市長　様

申請者



大阪市大学奨学金返還猶予申請書 (様 式 第 3 号）

住所

氏名

貸与を受けた奨学金の返還の猶予を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

（注）猶予を受けようとする理由を証明することのできる書類を添付してください。

（審査結果欄）

返 還 猶 予 申 請 理 由

借
受
者

氏　名

住　所
電話　　　（　　　)　　　　　　　

大阪市長　様

返 還 す べ き 期 間 年　　　　月から　　　　　　　　年　　　　月まで

返還猶予希望の期間 年　　　　月から　　　　　　　　年　　　　月まで

続柄（　　　　）

年　　　月　　　日

申請者

返還猶予の決定期間 年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

返還猶予の可否



 

大阪市大学奨学金返還猶予決定通知書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

             様 

 

 

大阪市長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大学奨学金の返還猶予について

は、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．返還猶予の期間  令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 

２．猶 予 理 由   

 

 

 

 
（教示） 
1  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内
に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

2  この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6 箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長になります。）、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に提起することができます。 

3  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して 1 年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求を
した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して 1 年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

（様式第４号） 



 

大阪市大学奨学金返還猶予申請却下通知書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

             様 

 

 

大阪市長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大学奨学金の返還猶予申請につ

いては、次のとおり猶予しないことを決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．却下理由 

 

 

 

 

 

 
（教示） 
1  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内
に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

2  この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6 箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長になります。）、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に提起することができます。 

3  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して 1 年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求を
した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して 1 年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

（様式第５号） 



大阪市大学奨学金異動届 (様 式 第 6 号）

住所

氏名

次のとおり、異動がありましたので届出します。

　・　・　

　・　・　

保護者の氏名

　・　・　

　・　・　

借受者氏名

続柄（　　　　）

申請者

借受者の住所

借受者の氏名

保護者の住所

異動事由 異動年月日

年　　　月　　　日

添付書類

住民票等　・　・　

そ   の   他

大阪市長　様

新

死亡を証するもの

住民票等

住民票等

住民票等

住民票等

保証人の住所

保証人の氏名

住民票等

死　　　　亡 　・　・　

　・　・　

　・　・　

旧



                  No.  

大阪市大学奨学金返還免除決定通知書 

 

令和  年  月  日 

 

             様 

 

 

大阪市長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大学奨学金の返還免除について

は、次のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１．貸 与 金 額                     円 

 

２．返還及び返還免除済の金額                    円 

 

３．返 還 免 除 決 定 額                     円 

（貸与金額の 20 分の ） 

 

４．返 還 未 済 の 金 額                    円 

 

５．免 除 理 由  

 

 

６．次回返還免除申請書提出期限         令和   年   月   日 

 
（教示） 
1  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内
に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

2  この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6 箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長になります。）、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に提起することができます。 

3  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して 1 年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求を
した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して 1 年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

（様式第７号） 



 

大阪市大学奨学金返還免除申請却下通知書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

             様 

 

 

大阪市長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大学奨学金の返還免除申請につ

いては、次のとおり免除しないことを決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．却下理由 

 

 

 

 

 

 
（教示） 
1  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内
に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

2  この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6 箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長になります。）、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に提起することができます。 

3  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して 1 年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求を
した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して 1 年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

（様式第８号） 



大阪市大学奨学金返還期限変更申請書 (様 式 第 9 号）

住所

氏名

貸与を受けた奨学金の返還期限の変更を受けたいので、申請します。

・ ・

（審査結果欄）

続柄（　　　　）

住　所
電話　　　（　　　)　　　　　　　

返 還 方 法
年賦

（6月又は12月末払）

年　　　月　　　日

申請者

返還免除を受けた期間 年　　月から　　　　　　年　　月まで       

変更後の希望する返還
年 数

年　　　

氏　名

承認後の返還期間

返還期限変更の可否

貸 与 を 受 け た 期 間 年　　月から　　　　　　年　　月まで       

大阪市長　様

返還請求を受けた期間 年　　月から　　　　　　年　　月まで       

年　　　月から　　　年　　　月まで       

半年賦
（６月末・12月末払）

月賦
（毎月末払）

（注）返還年数は、20年から返還請求を受けた期間及び返還免除を受けた期間を控除した年数が
最長となります。

借
受
者



 

大阪市大学奨学金返還期限変更決定通知書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

             様 

 

 

大阪市長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大学奨学金の返還期限の変更に

ついては、次のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．変更後の返還期限  令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 

２．変更後の返還年数         年 

 

３．変更後の返還方法 

 

 
（教示） 
1  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内
に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

2  この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6 箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長になります。）、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に提起することができます。 

3  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して 1 年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求を
した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して 1 年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

（様式第 10号） 



 

大阪市大学奨学金返還期限変更申請却下通知書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

             様 

 

 

大阪市長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のあった大学奨学金の返還期限の変更申

請については、次のとおり変更しないことを決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．却下理由 

 

 

 

 

 

 
（教示） 
1  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内
に、大阪市長に対して審査請求をすることができます。 

2  この処分については、上記 1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6 箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長になります。）、処分
の取消しの訴えを提起することができます。 
なお、上記 1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があった
ことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に提起することができます。 

3  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）
があった日の翌日から起算して 1 年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求を
した場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して 1 年を経過した後であって
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

（様式第 11号） 


